
 

 

Vol.1２ 平成３１年３月 ２６日  

流山市 情報政策・改革改善課発行  

(１) 職員提案制度とは？  
  流山市では、①自らの課題を発掘し解決していく職員を
育成し、②職員の意識高揚や事務事業の効率化、更には、③
市民サービスの向上に寄与することを目的とした、「職員提
案制度」があります。 

これは、所属の課や部を超えたり、あるいは全庁に影響す
るサービス、制度、ルール等についての改善提案ができる制
度です。 

(２) 何件提案があり、どんな審査を経たの？ 
今年度分としては 11 月末まで提案を受け付け、12 件の提

案がありました。 
各提案は、その提案を所管する関係所属長より意見書を提

出してもらうとともに、職員アンケートを通じて、みなさん
からの意見を頂きました。 

それを踏まえ、提案審査委員会に所属する各部の庶務担当
課長より採点を頂き、２月１日に、総合政策部長、総務部
長、財政部長による提案審査会を開催、委員会としての採
用・不採用案を市長に報告し、採否が決定しました。 

(３) 採用された提案 
今年度採用された提案は以下の６件です。 

 ふるさと納税事務の一本化と総合窓口化 
 掲示板の活用  
 有給取得指定日の推進 
 業務におけるスマートフォン・タブレット端末の活用につ
いて 
 PC 作業環境改善（マルチモニタの導入） 
 流山市ホームページ内「よくある質問」の整備

VOL.12 の内容 
１．職員提案制度について 

２．「自治体改善マネジメント研
究会」参加報告 

３．カイゼンリレー：財政調整課 

 

改善は何のためにある？  
流山市の現在の総合計画は、
６つの政策と、３６の施策、
そこに位置づけられた事務事
業で構成されており、それぞ
れが歯車のように噛み合っ
て、市が目指す姿（都心から
一番近い森のまち）の実現に
向かっています。 

 業務改善（カイゼン）は、
この目指す姿の実現に向かっ
て、事務事業の歯車をスムー
ズに回すための潤滑油のよう
な役割を果たしており、事業
の改善につながります。 

 改善はひとえに、総合計画
の実現のための取組みです。 

 

 

１ 職員提案の結果が
出ました 



 

 

２．「自治体改善マネジメント研究会」参加報告 
  流山市のカイゼンの取組みを改善したい！との思いから、今

年度は、「自治体改善マネジメント研究会」に参加しました。 
行政経営デザイナーである、スコラ・コンサルトの元吉さん

からビシバシとご指導を頂きつつ、他自治体と対話をしなが
ら、流山市のこれまでの行政経営の経緯や、現在の課題と解決
策を掘り下げました。全１０回の研究会は、毎回、目からウロコが落ちる思いでした。 

改善を進めるためには、そもそも「何のため」の改善なのかを明らかにすること。とのこ
と。目的を明らかにすべきなのは、改善に限った話ではなく、全てに共通する話ですね。 

この研究成果を、みなさんにも報告できる機会があればと思います。 

３．カイゼンリレー（第７回）：財政調整課 

  各課におけるカイゼンの取組みを紹介する連載「カイゼンリレー」。今回は財政調整課か
らのカイゼン報告です。 

(１) 公会計業務の紹介 
 平成１８年５月、総務省は「新地方公会

計制度研究会報告書」において、地方自
治体が自由でかつ責任ある地域経営を進
めていくためには「内部管理強化」と
「外部への分かりやすい財務情報の開
示」が不可欠であるとして、新たな「公
会計制度」を導入することとしました。 

 しかし、財務書類が複数あることにより
本格的な複式簿記の導入が進んでいなか
ったことや、公共施設マネジメントにも
資する固定資産台帳の整備が十分でない
こともあり、平成２６年４月に、「固定資
産台帳の整備」と「複式簿記の導入」を
前提とした財務書類の作成に関する統一
的な基準が示され、平成２７年１月には
「統一的な基準による地方公会計マニュ
アル」が示されました。 

 流山市でも、平成２０年度決算からこの
「新地方公会計制度」における『基準モ
デル』による財務書類を作成していまし

たが、平成２８年度決算から『統一的な
基準』により財務書類を作成していま
す。 

 今回のカイゼン通心では、平成２９年度
決算における連結財務書類を作成する上
での業務フローを示した上で、作成して
いる中で生じた課題とその解決方法、期
待される成果、そして今後に向けての取
り組みの順に財政調整課における取り組
みを紹介いたします。 

(２) 連結財務書類の作成フロー 
 財務書類は、対象となる会計の範囲によ

り、「一般会計等」、「全体会計」、「連結会
計」と３種類の財務書類を作成する必要
があります。 

 それぞれの財務書類ですが、一般会計等
の財務書類は一般会計と土地区画整理事
業特別会計の一部、全体会計の財務書類
は一般会計等に特別会計と水道事業会
計、下水道事業会計を加えたもの、連結
会計の財務書類は全体会計に地方公社や



 

 

一部事務組合等を加えたものが会計の対
象範囲となっています。 

 一般会計等の財務書類、全体会計の財務
書類を作成した後に、連結会計の財務書
類を作成しますが、連結会計の財務書類
の作成フローは以下の通りです。 

(３) 平成 29 年度連結財務書類作成時
の課題 
 連結財務書類を作成するに当たり、上記

④附属明細書は、平成２８年度決算から
導入された『統一的な基準』に基づき新
たに作成することとなった書類です。 

 基本的には②と③の内容をまとめたもの
を別表として作成する必要があるのです
が、これらの業務を行った後に転記をし
て附属明細書の作成を行うのでは、集計
内容に重複が生じるため、作業のムダが
生じることになります。 

(４) 連結財務書類作成フローの見直し
と期待される成果 
 そこで、このような作業のムダを解消す

るため、連結財務書類作成フローを次の
ように行えるよう、集計表等を作成する
エクセルデータを整備しました。 

 連結財務書類作成フロー【改善後】 
① 連結対象団体の財務書類の取り寄せ 
② 合算処理 

附属明細書の作成 
③ 連結仕訳 
④ 完成 

 これにより、丸１日かかっていた転記作
業や資料間の突合によるチェック作業が
削減される予定です。 

 この他、連結財務書類及びそれらに係る
資料作成に係る時間を短縮したことで、
今回の改善は住民への連結財務書類の早
期開示へも寄与できるものだと考えてい
ます。 

(５) 今後に向けて 
 今回の改善では、『統一的な基準』が公表

され、新たに附属明細書を作成する必要
が生じたにも関わらず、業務量を従来通
りに留められるよう、業務の見直しを行
ったのがその概要です。 

 今後に向けてですが、現在、総務省では
財政のマネジメント強化のため、事業毎
の財務書類を各自治体に公表させること
を検討していることが、平成３０年３月
３０日に公表された『地方公会計の活用
の促進に関する研究会報告書』や、平成
３０年６月から行われている『地方公会
計の推進に関する研究会』の中から読み
取ることができます。 

 事業毎の財務書類作成を、『統一的な基
準』以降の新たな財務書類作成基準の中
で求められるようになるのは３年以上先
になると予想していますが、実現した場
合には、適時に事業毎の財務書類を開示
するために、その影響が及ぶ課の範囲や
役割分担、必要となる事務フローの大幅
な見直し、関係職員への複式簿記の研修
やシステムの改修の検討が必要になると
考えています。 

 
以上 

 連結財務書類作成フロー【改善前】 
① 連結対象団体の財務書類の取り寄せ 
② 合算処理 
③ 連結仕訳 
④ 附属明細書の作成 
⑤ 完成 


